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今後求められる企業の福利厚生とは？ 

◆1人平均は、2年連続で 11万円超 

一般社団法人日本経済団体連合会が、会員

および会員加盟の企業を対象に実施した「2016

年度福利厚生費調査結果」（回答企業数：676

社、労務構成：平均年齢 41.8歳）によると、企業

が負担した福利厚生費（法定福利費と法定外福

利費の合計）は、従業員 1 人 1 カ月平均

111,844円（前年度比 1.1％増）となり、2年連続

で 11万円を超えたそうです。 

福利厚生費のうち法定福利費は、社会保険

料の増加等により 86,622円（同 1.7％増）となり、

法定外福利費は、25,222 円（同 0.9％減）となり

ました。  

◆法定福利費は 7年連続で増加 

福利厚生費のうち、「法定福利費」は、7 年連

続増加し、過去最高額となっています。 

また、「医療・健康費用」の法定外福利費に占

める割合が 12.5％と、約 50 年ぶりの高水準と

なり、同調査では、法定外福利費の抑制傾向が

続く中にあっても、健康経営を重視している姿勢

が伺えると指摘しています。 

2015年 12月から義務化されたストレスチェッ

クへの対応や健康経営の高まりに伴い、労働安

全衛生法に基づく健康診断費や人間ドックに対

する補助費である「ヘルスケアサポート」が増加

していることも指摘されています。 

◆中小企業でも福利厚生費の見直しが必要 

同調査は毎年実施されており、福利厚生費の

構成内容も時代にあわせて年々変化している様

子が読み取れますが、法定福利費の見直しにつ

いては、現在の雇用状況下において、中小企業

でも必要となっているところです。 

現実的に、市場価格を上回る給与を支払うこ

とのできる企業は少数だといえますので、他社と

差別化し、人材確保の意味でも、福利厚生を検

討することは今後必要なところです。 

◆「休暇」を求める人が多い？ 

ロンドンに本社を置く Page Group PLC の日

本支社マイケル・ペイジ・インターナショナル・

ジャパン株式会社が、日本で勤務している会社

員約 300 名を対象に「最も求められている福利

厚生」について聞いた調査によると、「休暇」が

最も望まれているという結果が出たそうです。以

下、フレックスタイム」「住宅手当、社員料、社宅」

「健康診断」と続いています。 

今後は、従業員の実際のニーズを読み取りな

がら福利厚生を検討していく必要がありそうです。  

 

年代別に差がなくなってきた「心の病」 

◆年代別にみる「心の病」 

日本生産性本部が実施している「『メンタルヘ

ルスの取り組み』に関する企業アンケート調査」

（第 8 回）の結果から、企業のメンタルヘルスに

関する動向を見てみましょう。 

本調査は上場企業が対象となっていますが、

中小企業にとっても参考となる内容です。 

◆最も多い年齢層は？ 

「心の病」の最も多い年齢層を見ると、「40 代」

「30 代」がそれぞれ 35.8％、32.6％と 3 割を上

回っています。これに続き「10～20代」が 27.9％、

「50代以上」が 3.7％となっています。 
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2010年までの調査では、「30代」が最も多く、

次いで「40 代」「10～20 代」「50 代」と続いてい

ましたが、2012 年の調査からは、「40 代」と「30

代」が多く、「10～20 代」、「50 代」と続いていま

す。 

今回の調査結果では「10～20 代」の割合が

ぐっと上がり、「10～40 代」まで差がなくなってき

たのが特徴です。  

◆「心の病」の増減傾向とストレスチェック 

「増加傾向」24.4％、「横ばい」59.7％、「減少

傾向」10.4％と、以前の調査からは「増加傾向」

は減少していますが、それと引き換えに「横ばい」

が上昇しています。 

ストレスチェック制度については、受検者比率

は 90％となっており、高ストレス者の比率は

10.3％となっています。これらは厚生労働省の

公表している資料よりもそれぞれ高い数値となっ

ています。 

ストレスチェック制度の課題については、「集

団分析結果の活かし方」（1 位）、「高ストレス者

への面接以外のフォロー」（2 位）を挙げる企業

が多くなっています。 

集団分析結果の活用状況をみると、実施事

務局内での共有（86.8％）は行われていますが、

職場で実際に改善を行う立場にある所属長への

報告が行われている企業は、半数以下（45.8％）

にとどまっています。 

◆調査結果からわかること 

上記のアンケート結果から、求められる仕事

の量が増え、仕事の質も高くなり、今までに経験

したことのないような課題が増え、職場のストレ

スが増加している様子がうかがえます。 

また、別の調査（マンパワーグループ：職場で

のストレス調査）ではストレス原因の第 1 位とし

て「上司との関係」が挙がっていますので、変化

の激しい労働環境に柔軟に対応していくために

は、管理職の育成も必要なようです。 

 

2 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

1日  

○ 贈与税の申告受付開始＜３月１５日まで＞

［税務署］ 

13日  

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納

付［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前

月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 労働保険一括有期事業開始届の提出＜前

月以降に一括有期事業を開始している場合

＞［労働基準監督署］ 

16日  

○ 所得税の確定申告受付開始＜３月１５日ま

で＞［税務署］ 

※なお、還付申告については２月１５日以前

でも受付可能。 

28日  

○ じん肺健康管理実施状況報告の提出［労働

基準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀

行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金

事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用

状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保

険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末

日＞［公共職業安定所］ 

○ 固定資産税・都市計画税の納付＜第４期＞

［郵便局または銀行］ 

※都・市町村によっては異なる月の場合が

ある。 

 

当事務所よりひと言 

 今回は、年代別にみる「心の病」の話題を取り

上げました。 

 調査結果からは、職場でのメンタルヘルス対

策がますます重要になっていることが分かります。 

 この点、当事務所の弁護士は、先般、メンタル

ヘルス法務主任者試験に合格する等、職場のメ

ンタルヘルスと法律の問題にも注力しておりま

す。 

 今後も、変化の激しい労働環境に対応するた

め、高い専門性を持って中小企業のみなさまの

お役に立てるよう努めて参ります。 


